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　町では、地域ごとに抱えている
人と農地の問題を解決し、持続可
能な力強い農業を実現するための
「阿久比町人・農地プラン」を更
新しました。より地域に合ったも
のとするため、今後も地域の話し
合いを開催し、農業のあり方など
について、話し合っていきます。
　人・農地プランは、全国の地
域・集落ごとで話し合いを行い、
プランの原案を作成後、市町村が
設置した検討会で審査・検討を経
て、決定（更新）されます。農地
集積の推進、農業経営への新規参
入の促進など、農業の生産性の向
上を図るため、愛知県を始め各都
道府県では「農地中間管理機構」
が設立されました。
　農業経営を縮小したい方、農業
経営をリタイヤする方、農地相続
人で相続後自ら農業を行わない方
など、農地集積に協力いただける
方は、お問い合わせください。
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産業観光課農政係

●阿久比町人・農地プ
ランを更新

問い合わせ先

�（４８）１１１１（内２２７・２３５）
ＪＡあいち知多阿久比営農センター
�（４８）１６０１

�（４８）１６０１
�

　農用地の利用の効率化と高度化
を促進するため、農用地などを貸
したい農家（出し手）から農用地
を預かり、集積・集約化し、担い
手農家（受け手）への貸し付けを
進めるため、愛知県農地中間管理
機構が設立されました。
　機構から農用地の借り受けを希
望する方は期間内に産業観光課ま
たはＪＡあいち知多阿久比営農セ
ンター窓口に備え付けの「農用地
等借受申込書」に記入の上、窓口
へ提出するか、機構に郵送してく
ださい。
　機構に農用地の貸し付けを希望
される方は期間に関わらず、産業
観光課またはＪＡあいち知多阿久
比営農センターまでお問い合わせ
ください。
■公募期間　１月３０日（金）～３月
２日（月）
　
�

産業観光課農政係
�（４８）１１１１（内２２７・２３５）
ＪＡあいち知多阿久比営農センター
�（４８）１６０１
（財）愛知県農地中間管理機構
�０5２（９5１）３２８８
ホームページ
http://www.aichinoshinki.or.jp

�

　東部知多クリーンセンター定期

●農用地の受け手の公募を開始

申し込み・問い合わせ先

●東部知多温水プール
休館のお知らせ

整備（余熱利用施設）を実施する
ため、２月９日（月）から２３日（月）
まで休館します。ご不便をお掛け
しますが、ご理解願います。

�

東部知多温水プール　�０５６２（４４）０２７１
ホームページ
http://www.tobuchita.jp

�

　中学校修了前の児童を養育して
いる方を対象に、児童手当（制限
額を超える所得がある方には特例
給付）が支給されます。
　今回は、１０月～１月分の児童手
当・特例給付を２月１０日（火）に指
定された金融機関に振り込みます。

�

子育て支援課子育て支援係
�（４８）１１１１（内３０１）

�

　役場はじめ町内７カ所で次の災
害義援金・寄付金を募集しました。
【義援金・寄付金の名称（受付期
間）と集められた金額】　▽平成２６
年広島県大雨災害義援金（８月２２
日～１２月２６日）１２,３０６円　▽ＮＨ
Ｋ海外たすけあい寄付金（１２月１
日～１２月２５日）１０,２７２円
　集まった義援金・寄付金は、日
本赤十字社愛知県支部へ届けまし
た。皆さんの温かいご支援ありが
とうございました。
　引き続き「東日本大震災義援金」
「７.９南木曽町豪雨災害義援金」
「平成２６年８月京都府及び兵庫県
丹波市豪雨災害義援金」「長野県神
城断層地震災害義援金」を受け付
けています。 ご協力をお願いします。

�

住民福祉課社会福祉係
�（４８）１１１１（内３４６）

問い合わせ先

●２月は「児童手当」の支給月です

問い合わせ先

●災害義援金・寄付金に協
　力ありがとうございます

問い合わせ先

今月の納税など
固定資産税・都市計画税

4期分
国民健康保険税
6期分
介護保険料
6期分

後期高齢者医療保険料
8期分

納期限は 3 月 2 日（月）です。
※　口座振替の方は、口座の残
高確認をお願いします。

　地方自治の功労が認められ今回の受章となりました。
　青木氏は町議会議員を１２年、その間に町議会総務委員会委員長と町
議会文教厚生委員会副委員長をそれぞれ２年間務め、町政の発展のた
めに、尽力されました。

故 青木 � 男氏旭日単光章を受章


